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（登録の取りやめ） 

【答】   

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取

消しを求める旨の届出書」（以下「登録取消届出書」といいます。）を提出することにより、適

格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます（消法 57 の２⑩一）。 

なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税

期間の初日に登録の効力が失われることとなります（消法 57 の２⑩一）。 

ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日（注）を過ぎて提出し

た場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります（消法 57 の２⑩一、消

令 70 の５③）。 

したがって、ご質問の場合については、令和７年３月 17 日までに登録取消届出書を提出する

必要があります（注）。 

  （注） 「翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日」が日曜日、国民の祝日に関する法律

（昭和 23 年法律 178 号）に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は 12 月 29 日、

同月 30 日若しくは同月 31 日であったとしても、これらの日の翌日とはなりません。 

 

 

《適格請求書発行事業者の登録の取消届出》 

（例１） 適格請求書発行事業者である法人（３月決算）が令和７年３月 17 日に登録取消届出書 

を提出した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 13 当社は３月決算法人であり、令和５年 10 月１日に適格請求書発行事業者の登録を受けて

いましたが、令和７年４月１日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えてい

ます。この場合、どのような手続が必要ですか。【令和５年 10 月改訂】 

          

   

適格請求書発行事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者でない事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者でない事業者 

（課税事業者） 

 

登録取消 

届出書 
登録取消届出書を提出した日の属する課

税期間の翌課税期間の初日に登録の効力

が失われます。 

令和９年３月期   令和８年３月期 令和７年３月期 

登録取消届出書提出 

(令和７年３月 17 日) 
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（例２） 適格請求書発行事業者である法人（３月決算）が令和７年３月 25 日に登録取消届出

書を提出した場合（届出書を、翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日を過ぎて提

出した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 課税選択届出書を提出している事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録の効力

が失われた後の課税期間について、基準期間の課税売上高が 1,000 万円以下であるな

どの理由により事業者免税点制度の適用を受ける（免税事業者となる）ためには、適

用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択不適用届出

書」を提出する必要があります。 

例えば、上記例１の場合（課税選択届出書を提出している法人の場合）、令和８年３

月期について事業者免税点制度の適用を受けるためには、令和７年３月 31 日までに

「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。 

 

（事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続） 

【答】   

消費税法上、事業者が事業を廃止した場合は「事業廃止届出書」を、合併による消滅の事実

があった場合は「合併による法人の消滅届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出する義

務があります（消法 57①三、五）。 

なお、「事業廃止届出書」を提出した場合は、事業を廃止した日の翌日に、「合併による法人

の消滅届出書」を提出した場合は、法人が合併により消滅した日に適格請求書発行事業者の登

録の効力が失われます（消法 57 の２⑩、基通１－７－６、１－７－７）。 

（注） これらの届出書を提出していない場合であっても、税務署長は、事業を廃止したと認

められる場合、合併により消滅したと認められる場合に適格請求書発行事業者の登録を

取り消すことができます（消法 57の２⑥）。 

 

 

  

問 14 事業の廃止や法人の合併による消滅があった場合の手続について教えてください。【令和

３年７月追加】【令和５年 10 月改訂】 

          

   

適格請求書発行事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者 

（課税事業者） 

適格請求書発行事業者でない事業者 

（課税事業者） 

 

登録取消 

届出書 
登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の翌々課

税期間の初日に登録の効力が失われますので、ご注意く

ださい。 

令和９年３月期   令和８年３月期 令和７年３月期 

登録取消届出書提出 

(令和７年３月 25 日) 


